
 

 

 

京都市地域包括支援センターの円滑な運営について 
（京都市地域包括支援センター運営協議会資料） 

 

 

 【協議事項】 

   地域包括支援センターは，地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に 

  支援することを目的として設置される，いわば「地域包括ケア」の中核機関である 

が，その役割を十分に発揮させ，円滑な事業運営を行うために必要な方策について 

協議する。 

 

 

 

 

地域包括支援センターの運営状況について（資料７-１） 

（１） 相談件数 

（２） 地域包括支援センター運営協議会（区・支所運営協議会） 

（３） 地域包括支援センター運営会議＜福祉事務所主催＞ 

（４） 専門職員会議＜地域包括支援センター主催＞ 

（５） 地域ケア会議＜地域包括支援センター主催＞ 

（６） 養護者による虐待について 

（７） 平成 19 年度収支状況について 

（８） 平成 20 年度収支予算について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７



 

 

地域包括支援センター運営状況について 

 

（１） 相談件数 

 

   19 年度 

相談件数 相談人数    

（延べ） 相 談 内 容

別件数(延

べ)a 

うち,  

介護予防 b

(％) 

b/a*100 

（延べ） うち， 

虐待相談

４月 24,120 26,048 15,659 (60.1) 7,919 72

５月 27,174 28,988 17,712 (61.1) 8,371 50

６月 27,952 29,504 17,835 (60.4) 8,442 59

７月 29,062 31,113 18,458 (59.3) 8,744 51

８月 28,412 31,193 18,412 (59.0) 9,016 66

９月 16,987 18,702 9,980  (53.3） 7,167 63

１０月 17,526 18,717 9,256 (49.4) 7,116 76

１１月 16,807 18,267 9,106 (49.8) 7,048 77

１２月 15,727 17,216 8,615 （50.0） 6,498 67

１月 15,757 17,358 8,855 （51.0） 7,555 77

２月 16,094 18,821 9,693 （51.5） 7,211 90

３月 17,749 19,736 10,124 （51.3） 7,337 75

累計 253,367 275,683 153,705 （55.8） 92,424 823

      *事務連絡等も相談件数に入っていたため，9 月に相談件数のカウントの方法を変更した。 

 

 

   20 年度 

相談件数 相談人数    

（延べ） 相 談 内 容

別件数(延

べ)a 

うち,  

介護予防 b

(％) 

b/a*100 

（延べ） うち， 

虐 待 相

談 

４月 17,632 19,838 9,816 (49.5) 7,601 65

５月 17,156 18,805 9,642 (51.3) 7,250 55

６月 16,831 18,535 9,237 (49.8) 6,993 68

累計 51,619 57,178 28,695 （50.2） 21,844 188

 

資料７－１ 



（２） 地域包括支援センター運営協議会（区・支所運営協議会） 

 

開催状況 

１８年度 ４３回 

１９年度 ４１回 

２０年度（６月末現在） １３回 

 

  ・ 地域包括支援センターの活動報告，関係者間の情報共有等を実施 

 

（３） 地域包括支援センター運営会議 ＜福祉事務所主催＞ 

 

開催状況 

１８年度 １４３回 

１９年度 １４８回 

 

・ 主な構成メンバーは，地域包括支援センター，支援（支援保護）課，福祉介護課，保健

所，社会福祉協議会，地域介護予防推進センターなど 

 

（４） 専門職員会議＜地域包括支援センター主催＞ 

 

開催状況（延べ回数） 

１８年度 ２６６回 

１９年度 ３８５回 

 

・ 半数以上の福祉事務所において，会議場所の提供・職員の参加を実施 

 

 

（５） 地域ケア会議＜地域包括支援センター主催＞ 

 

開催状況 

１８年度 ３２０回 

１９年度 ２９７回 

２０年度（６月末現在） ８５回 

 

・ 主に学区単位で実施（左京区と伏見区は，圏域単位で実施） 

・ ６１センター中，３３センターで第１回目を開催済み（54.1％）（20 年度 6 月末現在） 

・ １７８学区中，６４学区で第１回目を開催済み（36.0％）（20 年度 6 月末現在） 

※圏域で開催している左京区と伏見区の学区は除く 

（左京区は 7 センター中 2 センター，伏見区は 6 センター中 1 センターで開催済み） 

・ 主な構成メンバーは，地域包括支援センター，支援（支援保護）課，民生委員・児童委員，

老人福祉員，社会福祉協議会など 

 



（６） 養護者による虐待について 

 

養護者による虐待について(平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日)   

    すこＣ 区役所・支所 地域包括Ｃ 合計 

  13 102 263 378 
1 相談・通報件数 

  虐待認定内数 13 77 212 302 

被虐待者本人 3 9 34 46 

家族・親族 6 15 42 63 

職務上知り得た者 1 66 175 242 

その他（一般市民） 3 16 52 71 

2 
通報者等 

(重複可） 

小 計 13 106 303 422 

身体的虐待 2 51 145 198 

介護等の放棄等 3 22 56 81 

心理的虐待 6 65 18 89 

性的虐待 0 0 1 1 

経済的虐待 9 19 56 84 

3 
虐待の種別 

(重複可） 

小 計 20 157 276 453 

男 2 12 49 63 

女 11 65 165 241 

不明   0 0 0 0 
4 被虐待者の性別 

小 計 13 77 214 304 

虐待者と同居 7 67 170 244 

虐待者と別居 5 7 37 49 

その他 1 3 5 9 
5 居住状況 

小 計 13 77 212 302 

夫 1 11 36 48 

妻 0 6 14 20 

息子 5 33 86 124 

娘 3 16 42 61 

その他 4 13 42 59 

6 
虐待者の続柄 

(重複可） 

小 計 13 79 220 312 

事実確認 13 84 241 338 

措置入所等分離による保護 0 41 69 110 

面会の制限 0 2 1 3 

立入調査 0 0 0 0 

養護者の指導・助言 0 11 50 61 

権利擁護に関する対応 1 2 30 33 

7 
対応状況 

（重複可） 

小 計 14 140 391 545 
 

※ 養護者とは，高齢者を現に養護するものであって養護施設従事者等以外の者を指す



（７） 平成１９年度収支状況について 

                       （単位：千円） 

収入内容 

委託料 １６，８２３

介護報酬等 ６，８４７

その他 １７３

合計 ２３，８４３

支出内容 

人件費 １９，２１６

管理費 ２，２０７

委託費 

（介護予防ケアプラン） 
６６２

繰出金 ３５５

合計 ２２，４４０

収支額 １，４０３

     ※６０センター平均 

 

 

（８） 平成２０年度収支予算について 

                          （単位：千円） 

収入内容 

委託料 １６，７８４

介護報酬等 ７，１４４

その他 ３１４

合計 ２４，２４２

支出内容 

人件費 ２０，７８３

管理費 ２，３４５

委託費 

（介護予防ケアプラン） 
６５８

繰出金 １５７

合計 ２３，９４３

収支額 ２９９

     ※６１センター平均 

 

 

 

 

 

 

 


